
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

（
授
業
料
等
の
納
入
を
要
し
な
い
者
）

（
授
業
料
等
の
納
入
を
要
し
な
い
者
）

第
十
一
条

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
別

第
十
一
条

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
別

表
第
一
号
の
訓
練
課
程
の
欄
に
掲
げ
る
短
期
課
程
又
は
条
例
第
二
条
の

表
第
一
号
の
訓
練
課
程
の
欄
に
掲
げ
る
短
期
課
程
又
は
条
例
第
二
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
校
の
施
設

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
職
業
訓
練
の
訓
練
課
程
に
入
校
を
志
願

内
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
訓
練
課
程
に
入
校
を
志
願
す
る
者
、
入

す
る
者
、
入
校
す
る
者
及
び
在
校
す
る
者
と
す
る
。

校
す
る
者
及
び
在
校
す
る
者
と
す
る
。

（
授
業
料
の
納
入
方
法
等
）

（
授
業
料
の
納
入
方
法
等
）

第
十
三
条

長
期
間
の
訓
練
課
程
の
学
生
は
、
毎
年
度
、
校
長
が
す
る
納

第
十
三
条

学
生
は
、
毎
年
度
、
校
長
が
す
る
納
入
の
通
知
に
よ
り
、
次

入
の
通
知
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
の
額
を
当
該
各
号
に

の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
の
額
を
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
納
入

定
め
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

一

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

一
に
相
当
す
る
額

四
月
三
十
日

一
に
相
当
す
る
額

四
月
三
十
日

二

七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

二

七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

一
に
相
当
す
る
額

七
月
三
十
一
日

一
に
相
当
す
る
額

七
月
三
十
一
日

三

十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分

三

十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分

の
一
に
相
当
す
る
額

十
月
三
十
一
日

の
一
に
相
当
す
る
額

十
月
三
十
一
日

四

一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

四

一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の

一
に
相
当
す
る
額

一
月
三
十
一
日

一
に
相
当
す
る
額

一
月
三
十
一
日

２

短
期
間
の
訓
練
課
程
の
学
生
は
、
校
長
が
す
る
納
入
の
通
知
に
よ
り
、

授
業
料
を
校
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

項
は
、
知
事
が
定
め
る
。






